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私たち税理士法人プライスウォーターハウスク

ーパースは、全世界149カ国に14万人のスタ
ッフを擁する世界最大級の会計事務所プライ

スウォータハウスクーパース(PwC)の日本に
おけるメンバーファームです。日本最大級のタ

ックスアドバイザーとして、公認会計士、税理

士等約480人のスタッフから成る専門家集団
であり、そのうち約100名が金融部に所属して
います。  
PwCのグローバルネットワークの価値を最大
限に活用しつつ、日本を拠点として世界を舞

台に事業展開される企業にValue for Money
としてご満足をいただけるサービスを提供する

ことが私たちの理念です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本Tax Newsでご紹介するのは、一般的な事例を前
提としておりますので、個別案件への応用またはよ

り専門的な案件の取引への取組に際しましては、是

非私どもの金融部を皆様の良きパートナーとしてご

利用下さい。 
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役員給与に関する平成19年度税制改正等
 
 
 
平成18年度税制改正で大幅に見直された、役員に対して支給する
給与の取り扱いについて、平成19年度税制改正において、その取
扱いが一部見直されました。また、昨年の改正を踏まえ、国税庁よ

り質疑応答事例が公表されるとともに、本年３月に法人税基本通達

が一部改正されました。 
 
本ニュースレターでは、役員給与に関する平成19年度税制改正の
概要を中心に、国税庁から公表された質疑応答事例も含め、見直

しの概要についてご紹介します。 
 

 

 

 

1. 平成19年度税制改正の内容 
 
(1) 役員給与の損金不算入 
法人が役員に支給する給与のうち、i)定期同額給与、 ii)事前確定
届出給与、iii)利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は、
原則として、その法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金

の額に算入しないこととされています。 
平成19年度税制改正において、i)定期同額給与について、一部そ
の該当事由が明確化されるとともに、ii)事前確定届出給与につい
て、届出期限等の改正がなされました。 
主な改正の概要は以下のとおりです。下記改正は(2)も含め、いず
れも平成19年4月1日以後に開始する事業年度分について適用さ
れます。 



 (2)

A） 定期同額給与における臨時改定事由の取扱い 
 

定期同額給与とは、支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期にお
ける支給額が同額である給与等をいいます。平成19年度税制改正では、法人の役員の職制上の地位の変
更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情（臨時改定事由）により改

定されたこれらの役員にかかわる定期給与についても定期同額給与として取り扱うことが明確化されまし

た。 
 

B） 事前確定届出給与の届出期限等 
 

事前確定届出給与とは、役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する

給与のことで、支給の定めの内容について事前に所轄税務署長への届出が必要とされています。平成19年
度税制改正では、その届出期限が原則として、下記の(1)と(2)のうちいずれか早い日とすることとされました。
また、同族会社に該当しない法人が、定期給与を支給しない役員に対して支給する事前確定給与について

は、この届出が不要とされました。 
 

(1) 役員給与の定めに関する決議をする株主総会等の日から 1月を経過する日 
(2) 職務の執行を開始する日の属する会計期間開始の日から 4月を経過する日 

 
 
(2) 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入 
 

特殊支配同族会社がその業務主宰役員に対して支給する給与については、給与所得控除額に相当する部

分の金額が、特殊支配同族会社の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないこととされ

ています。 
特殊支配同族会社とは、業務主宰役員およびその業務主宰役員関連者が株式等の90%以上を保有し、か
つ、業務主宰役員および常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の過半数を占

めている同族会社をいいます。 
特殊支配同族会社の基準所得金額が800万円以下である場合には、この制度の適用が除外されることとさ
れていましたが、平成19年度税制改正において、この基準所得金額が800万円から1,600万円に引き上げら
れることとされました。 
 
 

2. 役員給与に関する質疑応答事例 
 
平成18年12月に国税庁より、役員給与に関する質疑応答事例が公表されました。そのうち定期同額給与に
関する代表的な事例について、その概要をご紹介します。 
 
(1) 定期給与の額を改定した場合の損金不算入額 
 

事業年度の中途で定期給与の額が改定された場合、事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から３

月を経過する日までに定期給与の額が改定され、かつ、改定前・改定以後それぞれの各支給時期の支給額

が同額であるなど、一定の事由に該当しない限り、原則として、その事業年度における定期給与の支給額の

全額が、定期同額給与に該当しないこととなり、損金不算入とされます。 
したがって、自社の業績が好調なため、会計期間開始の日から３月を経過する日の後に臨時株主総会を開

催し、当該開催月以降の給与から毎月一定額を増額して支給することを決議したような場合は、原則として、

その事業年度における定期給与の支給額の全額が、損金不算入とされる可能性がありました。 
しかし、事業年度の中途で増額改定が行われた場合であって、増額後の支給額が各支給時期において同額
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であるようなときなどは、従来からの定期同額給与とは別個の定期給与が上乗せされて支給されたものと同

視できることから、上乗せ支給された定期給与とみられる部分のみが損金不算入になるものとされました 
（下図ご参照）。 

 
 
 

(2) 一定の期間のみ減額した役員給与の取扱い 
 
特定の役員の不祥事等により一定期間のみ役員の給与を減額し、当該期間経過後は、減額前の給与の額

を支給するというような場合、各支給時期における支給額が同額でないことから、それらは定期同額給与に

該当しないとみなされる可能性がありました。 
しかし、役員給与を一時的に減額する理由が、企業秩序を維持して円滑な企業運営を図るため、あるいは法

人の社会的評価への悪影響を避けるために、やむを得ず行われたものであり、かつ、その処分の内容が、

その役員の行為に照らして社会通念上相当のものであると認められる場合には、減額された期間において

も引き続き同額の定期給与の支給が行われているものとして取り扱って差し支えないとされました。 

         損金算入可 

損金算入不可 
 

損金算入可 

20年3月 19年4月 19年6月xx日改訂

年度

業績好調による

増額改訂 

19年12月xx日臨時改訂
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より詳しい情報につきましては下記担当者にご連絡下さい。 
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